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スメディアを統制下におき､市民の暮

らしと情報をコントロールすることも

できます｡このような有事法制法案は

廃棄しなければならないことは小学生

でもわかると思います。

「もしもあなたが空爆や襲撃や地

雷による殺りくや武装集団のレイプや

位致におびえていなければそうでない

20人より恵まれています」（世界がも

し100人の村だったら②）

100人の村のこの20人を少しでも減

らしていけるかどうかは私達の努力に

かかっています。

きるよう､政府が様々な措置をとる仕

組みが用意されています。

国民は政府の方針に｢必要な協力を

する様に努める｣とされ､医療や交通、

通信､土木､建設関係者などはこの｢公

用令書」で軍事行動への協力を強制

されかねません｡これらは憲法が保障

する財産権だけでなく､思想･良心の

自由や苦役からの自由などの基本的

人権を侵害するものです。

政府は地方自治体やＮＨＫなどのマ

日本国憲法を小学生に50字以内で

説明するとしたら､どうまとめますか？

憲法は「国の一番大切な法律で国民

は国の主人公､自由平等平和に生きる

権利があり､国民に選ばれた人が政治

をします｣。なかなか難しいです。

９条は｢あらゆる戦争を放棄し､あら

ゆる戦力を持たない｣となるはずです。

そして｢戦争を二度としない」と誓っ

た9条は圧倒的な国民の支持を得てい

ます。

酉みなさんといっしょに環境 グ
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今国会で審議中の有事法制3法案は、

小泉首相の｢備えあれば憂いなし｣と

のスローガンそのままに｢有事｣＝｢戦

争｣の際の準備をしようとするものです。

その内容は十分に国民に知らされて

いませんが､戦力を放棄した憲法の平

和主義に反するだけでなく､国民の基

本的人権を侵害し､民主的な国の仕組

みを変質させてしまう大きな危険性を

持っているのです。

即ち､武力攻撃の｢おそれ｣や｢予測」

というあいまいな基準で､政府がいっ

たん｢武力攻撃事態｣と認定すると､自

衛隊や駐東米軍がスムーズに行動で



る川面を行き交う鮎を眺める…

蕊溌韓

リ進み悪臭を放つ｢ドブ川｣であった｡養豚ツチング公園｣を作り､ここでは川に素足で

場の糞尿､工場廃水､家庭の生活廃水など入り､水中メガネで覗けばアユの行動が見

による汚濁であ る 。 ら れ る よ う に す る 。

この紫川の水質汚濁は昭和30～40年代そして"紫川''には"藤の花"がよく似合

がピークで､その後､昭和55年頃から徐々うだろうと､大きな建造物を作るのではなく、

こ回復してきた。川自体はいじらずに川辺に藤棚を作り､そ

その大きな理由は､工場廃水の規制､川の藤棚の陰でのんびりと藤の花の紫ゆれ

この町のすばらしさを再認識､そして守り抜いていく

廻目”戸

霧蘇った紫川一カムバック､アユ

カムバック鮎プロジェクト)」等の発足につ

ながる。

それはやがて当初関心の薄かった川の

周辺住民､自治会をも巻き込んで､川の清

掃､鮎の放流などの「自分たちの川」を意

識した地道な活動へと発展していく。

「死の黒い川に鮎が戻ってきたのは､様々

な努力の結晶であり､北九州市が世界に誇

れる成果である｡逆にこれをマイタウンマ

イリバー計画で失うようなことがあれば、

北九州市は世界の笑い者になる」

そんな思いの研究者､市民が時に行政

とぶつかり､また研究者としての目と地域

住民の感覚がぶつかり合いながらも､紫川

に戻った｢鮎を守ること｣を真中にして､日

しかし､新たなものを造ることより､今ま

で気づかれずにきたこの町の自然を発見し、

すばらしさを再認識し､アピールし､それを

守り抜くシステムを確立することこそが、

今大切なのではないだろうか。

鮎一川魚の王と呼ば

れるキュウリウオ科の一

年魚。独特の香りがあ

るため｢番魚｣と書くこと

もある｡鮎は川で生まれ、

幼期を海で過ごした後、
ふたたび川にかえって

成埜､産卵する。

秋､砂喋に生みつけら

れた卵は聯化すると、

川の流れにおし流され

て海に下る｡稚魚は冬季、

沿岸で動物性プランクト

ンを食べて成長し､3～５

ﾉjになると川をのぼり始

める。巾流域で藻類を

たべ成長し､盛夏を過

ぎると､勾配の緩やかな

中下流域につくられる

産卵jﾙに集まって産卵し、
－４詮終える。

２

本の川としてふさわしい都市の中の清ガ

づくりに奔走してきた。

故日高は､川とは｢触れ合ってこそ｣よさ

がわかると､川の中に入って川の生物の視

点から川を見ようとの｢ウォッチング計画」

構想を掲げた｡例えば中流域に｢アユウォ

．噌辱

全二一一｡

害
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等

．iｉ沿いの住環境整備による生活廃水の減少

輯

一般の中

から紫川に

似合うもの

を探し倉催し、

メージは今でも決してよくはない｡公

の町､犯罪の町､そんなイメージを払

しようと､市は何本もの橋を架けかえる

の大型プロジェクトを強行してきた。

育ててゆく必

要があろう｣(紫

川通巻８号

1991年２月)。

北九州市のイ

であったからである。

この日高の感動が学者･研究者､行政、

釣り好きな市民などを突き動かして､その

後の｢紫川を愛する会」「Ｍ－ＣＡＰ(紫川



守り続けたこの九条

海外派兵の悪法(たくらみ)を

声あげ潰そう戦争法，

……齢,麓浩‘．これは北九州で、
三雲毒霊=善地元の自然や暮ら
皇＝雲＝＝当＝重しのさまなどを心

『木蛎議しよう’’1卿鮒"｜識
正木高志著・南方新社

「この本一冊で苗木を

一本植えることができます｡｣定価1000；総繍篭慧だ

遡一樵駕童鰹繍
九州市民オンブズマンの事

務局としても活躍中です。

報鮮 盾新

参加国の特色を

色彩豊かにあらわ

した挿絵もさわや

かで､ヘエッーとい

うちよとマニアック

な情報もいっぱい。

ワールドカップの

余韻にひたれる愉

しい－冊です。

円のこの本の収益

は､すべて森を育

てるために使われ

るという。

「…木が植えら

れた瞬間に森にな

る。小さくても森

である。それは人

間の赤ちゃんがど

蒜壷（⑨ のぞいてみませんか？

福岡県弁護士会ホームページ

アドレスhttp:"www､fben.jp／

福岡県弁護士会の動きや､色々な事

件との類型別リンク集や､トラブルにまき

込まれたときの相談センターの案内な

ど県内の法律情報がいっぱい。

又､弁護士が実際に遭遇した高齢者

問題､介護問題などを､法的にもわかり

やすく読み物にした連載コーナーなど
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豊かに躯いあげて

きた「北九州うた

ごえ創作会議」か

ら生まれた曲で、

有事法制反対の意

思を､機敏に歌に

したものです。行

木を植えましょう
、 ■■ﾛ凸■■ｐﾛﾛﾛ■､叩ﾛ■■&'部
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こんな歌が北九州でできました

）海の向こうの狼達に

威され続けて戦争準備

んなに小さくても人間であるのとおな

じことだ｡そして子どもの存在が子ども

のままで希望であり救いであるように、

新しい森は幼いままに希望であり救いで

あった」（第6章より）

環境問題の深刻さを学びつつも､自

然のもつ懐の深さに希望と確信を与え

られる－冊です。

も好評です。

『■Qロー漣■敏■ｑ

毒葡童毒＝きー
も．：鰹｡．。

･･･Ｗ：．：．‘。，・
・二一一一ヂー零△．一ー
蓋言廠:肇亡-鱈宅二二。．．－

Ｊｂ↓ｎＫ㎡ ：Ｑ●伊豆凸●Q

毎ﾚﾍ座f

，､・・，，復、ｉ‘』",.，，
謡-”霊蘭瑚Ｉｉ霊-霊-ｆ母

ｅみな様からの暮らしの智恵やおもしる情報，
お勧めの書籍など､どしどしお寄せ下さい。
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私はいまとても腹立たしい思いで毎｢1を過ごして

います。それはある４１:件の被｛';人の身,Ｗ(ﾘ火につい

てです。

岐近、テレビや週刊誌などで頻繁に「痴漢えん罪

聯件」のことが報道されていますが、北九州でも今、

支援運動が広がろうとしている.嚇件があります。

その･抑'二の被門人とされた人の勾留が、逮捕から１

年になろうとしているのにまだ続いているのです。

本人は一貫して「無実」を主張していますし、救援

会も色々調査した上で、菟罪だと確信し、支援決定
を行いました。

私が腹立たしく思うのは、彼が「無実」だから、「菟

罪」だからだけではありません。色んな人（弁護士
さんや救援活動家）から「芥認しているとなかなか

保釈されない」と聞かされたからです。そしてその

彼の場合も、裁判所は二度の保釈申請に「証拠隠滅

ﾔ声苛＝一ｺ？00?/【Ｗ/嘘》

私怒ってます！
ある刑事被告人の
身柄拘束に

日本国民救援会
北九州総支部事務局長

ｉ可野よう子

の恐れがある」という理'11で棄却決定を,1Nしています。

それでは裁判所が「向''1の強要」に了を貸している

ことになるのでは、と思うのは私一人ではないと思

います。

愁法には「法律の定めるｒ･統によらなければ、Ｉ‘｜

山は奪われない」「何人もI皇I己に不利雑な供述は強

甥されない」と明記されています。しかし「否認し

､ａ■『rmp典hd軸■官手Ｐ■
内･"9齢lOpf声Ｑ２㈲O■0

#主＝:＝三鳶…¥＝
●ご ｒ⑥▼、。２「サッカーの祭典に集まった

世界32カ国の仲間たち」

風樹茂著・青春出版社

「ワールドカップ村に集まった参加匡

を100人の村としてみると…」といった、

このところはやりの形。

て．いると身柄の拘束が解かれない」ということにな

れば「法の定める手続」は「白白強要の手段」とし

て使われていると言われても仕方ないと思います。

この主張は少々暴論だとは思うのですが、人にこ

の事件のことを話すと、１年近くもいまだに身柄拘束

されたままだということにまず驚きます。本当に痴

漢をして「悪うございま､した」と言えばすぐ卿倣され、
蚊､ﾘにはrl宅から出廷できるのに、「していない」

と主張すると「証拠隠滅の恐れがある」と保釈されず、
毎IiJlの法廷にはＦ錠、腰細i,l･きで刑務愉にはさまれ

て被告人席に座らされる、というのはなんとしても
不公平です。

彼から「検察官はなぜ僕の言うことを儒じてくれ
ないのだろう」「妻や子ども、両親や兄弟に迷惑を

かけて申しI沢ない。１｢IもIILく家に帰って働きたい」
という手紙をもらうたびに、裁判所の身柄拘束の決

定のしかたに強い怒りと不僑を募らせています。
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